
 

広島市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等の 

サービス提供体制確保事業費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の発生による通常の介護サービスの提供時では想定

されない、かかり増し経費等に対して支援を行うことで、必要な介護サービスを継続して提供でき

る環境を整備することを目的として、介護サービス事業所・介護施設等（別表に掲げる事業を行う

事業所及び施設。以下「介護サービス事業所等」という。）を運営する者に対し、予算の範囲内にお

いて補助金を交付することについて、新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業

所等のサービス提供体制確保事業実施要綱（令和４年３月２３日付け老発０３２３第２号。以下「国

要綱」という。）、広島県地域医療介護総合確保事業補助金交付要綱（令和３年８月１７日施行。）

及び広島市補助金等交付規則（昭和３６年広島市規則第５８号。以下「規則」という。）に定めるも

ののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（交付の対象等） 

第２条 この補助金の対象は、以下の各号に定める事業とし、各事業の対象となる施設・事業所、

対象経費及び補助金の交付額は、別表に掲げるとおりとする。 

⑴ 緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業 

⑵ 通所系サービスによる安否確認等実施支援事業 

２ 補助金の交付額に１，０００円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てるものとす

る。 

（交付の申請） 

第３条 補助金の交付の申請は、市長が定める日までに、前条第１項の各号に定める事業の区分に応

じた所定の補助金交付申請書（様式第１号又は様式第２号）その他関係書類を市長に提出すること

により行わなければならない。 

（交付の条件） 

第４条 この補助金の交付の決定には、規則第６条第１項各号に定める条件のほか、次に掲げる条件

を付すものとする。 

⑴ 補助金は、補助事業の経費に充てること。 

⑵ 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管

理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。 

⑶ 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価３０万円以上の機械及び器具その他の

財産については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間（平成２０

年７月１１日厚生労働省告示第３８４号）に定める期間内においては、市長の承認を受けないで、

この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはなら

ないこと。 

⑷ 市長の承認を受けて、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより

収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。 

⑸ 第２条第１号及び第２号に定める事業については、事業の完了後、消費税及び地方消費税の申

告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額

が０円の場合を含む。）は、所定の消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（様式第３号）



により、速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度６月３０日までに市長に提

出すること。なお、補助事業を実施する者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、

一支所等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で

消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報

告を行うこと。また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除

税額を市に返還しなければならない。 

⑹ 補助事業に係る収支を明らかにした帳簿を備え、当該収支について証拠書類を整理し、当該帳

簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日（補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、そ

の承認を受けた日）の属する会計年度の終了後５年間保管しておかなければならないこと。ただ

し、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価３０万円以上の財産がある場合は、

前記の期間を経過後、当該財産の処分が完了する日又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律施行令第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が定める期間を経過する日のい

ずれか遅い日まで保管しておかなければならないこと。 

⑺ その他市長が補助金等の交付の目的を達成するために必要と認める条件。 

 （補助金の交付決定） 

第５条 市長は、第３条の規定により申請書が提出されたときは、これを審査し、補助金の交付等を

決定したときは、申請者に対し、決定通知書（様式第４号又は様式第５号）により通知するものと

する。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、申請者に対し、速やかに補助金の交

付等を行うものとする。 

（暴力団の排除） 

第６条 市長は、補助金の交付を受けようとする事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、こ

の要綱に定める他の規定に関わらず、補助金を交付しないものとする。 

⑴ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規

定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は同条第 6号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」

という。） 

⑵ 広島県暴力団排除条例（平成２２年広島県条例第３７号）第１９条第３項の規定による公表が

現に行われている者 

⑶ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 

２ 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が前項各号のいずれかに該当したときは、交付決定の全

部又は一部を取り消すことができる。 

 （補助金等の返還） 

第７条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付等を受けた者があるときは、その者から、

当該補助金等の一部又は全部を返還させることができる。 

（委任規定） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、健康福祉局長が定める。 

 

 

 

 



附 則 

この要綱は、令和２年７月２０日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年８月２３日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 



別表（第２条関係） 

補助事業 補助対象施設・事業所 
補助金の交付額等 

基準額及び対象経費等 交付額 

⑴ 緊急時介護人材確

保・職場環境復旧等支

援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本市の区域内に存する次に掲げる施設・事業所であって、国

要綱の規定に該当するもの 

１ 通所介護事業所（介護予防・日常生活支援総合事業の第１

号通所事業を行う事業所を含む。） 

２ 地域密着型通所介護事業所 

３ 認知症対応型通所介護事業所 

４ 通所リハビリテーション事業所 

５ 短期入所生活介護事業所 

６ 短期入所療養介護事業所 

７ 訪問介護事業所（介護予防・日常生活支援総合事業の第１

号訪問事業を行う事業所を含む。） 

８ 訪問入浴介護事業所 

９ 訪問看護事業所 

１０ 訪問リハビリテーション事業所 

１１ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

１２ 夜間対応型訪問介護事業所 

１３ 居宅介護支援事業所（介護予防サービスの介護予防支援事

業及び介護予防・日常生活支援総合事業の第１号介護予防支

援事業を行う事業所を含む。） 

１４ 福祉用具貸与事業所 

１５ 居宅療養管理指導事業所 

１６ 小規模多機能型居宅介護事業所 

１７ 訪問看護及び小規模多機能型居宅介護のサービスを組み

合わせて提供する事業所 

１８ 介護老人福祉施設 

１９ 地域密着型介護老人福祉施設 

２０ 介護老人保健施設 

２１ 介護医療院 

２２ 介護療養型医療施設 

国要綱の規定による。 総事業費から寄附金その他の収入額

（社会福祉法人等の営利を目的としな

い法人の場合は、寄附金収入額を除く。

以下同じ。）を控除した額と基準額と対

象経費の実支出額とを比較して最も少

ない額。ただし、県補助金の交付決定

額の範囲内とする。 



２３ 認知症対応型共同生活介護事業所 

２４ 養護老人ホーム 

２５ 軽費老人ホーム 

２６ 有料老人ホーム（老人福祉法第２９条第１項に基づく届出

を行っているもの及び高齢者の居住の安定確保に関する法律第

５条第１項の登録を受けているものに限る。） 

２７ サービス付き高齢者向け住宅（高齢者の居住の安定確保に

関する法律第５条第１項の登録を行っているものに限る。） 

⑵ 通所系サービスに

よる安否確認等実施支

援事業 

本市の区域内に存する次に掲げる事業所であって、令和２年

３月６日以降、事業所が休業し（※１）、又は利用者（※２）がサ

ービスの利用を休止した場合（※３）において、サービス利用に

係る利用者負担金の支払について利用者の同意が得られないこと

を理由に介護報酬算定の対象とせず、事業者の負担により電話等

による安否確認等（※４）を行ったもの 

１ 通所介護事業所（介護予防・日常生活支援総合事業の第１

号通所事業を行う事業所を含む。） 

２ 地域密着型通所介護事業所 

３ 認知症対応型通所介護事業所 

４ 通所リハビリテーション事業所 

利用者１人につき１回当たり２千

円。 

 

基準額に実施日数を乗じた額。 

ただし、各月の上限は、各利用者の

ケアプランにおける１か月の通所予定

回数の範囲内、かつ月当たり１０回を

上限とする。 

 

 

※１ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、事業所が休業要請を受けて休業した場合又は自主的に休業した場合。 

※２ 本市において要介護認定等を受け、補助対象となる事業所と利用契約を締結して介護サービス等を利用している方。 

※３ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、利用者がサービスの利用を自主的に休止した場合。 

※４ 「電話等による安否確認等」とは、健康状態、直近の食事の内容や時間、直近の入浴の有無や時間、当日の外出の有無と外出先、希望するサービスの提供内容や頻度につ

いて電話等により確認し記録した場合で、利用者の同意があれば介護報酬算定の対象となるものをいう。 


